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区分：Ⅲ 

 

号機 -  

件名 保安規定対象記録の未保存について 

不適合の 

概要 

 

2022年 2月 10日、社内管理文書の確認を行っていたところ、2017年度分の力量評価

記録※が、一部のグループにおいて保存されていないことが判明いたしました。力量評価

記録は保安規定で保存期間が 5年と定められており、2月 14日、当該記録の未保存は保

安規定の要求を満たしていないことを確認いたしました。 

 

なお、2017 年度の力量評価記録を踏まえて作成される 2018 年度の教育訓練計画は作

成・保存されていることから、2017年度の力量評価記録は作成済みであったものと推定

しています。 

 

※ 原子炉施設保安規定 第 120条に基づく、力量、教育･訓練及び他の措置について該当

する記録。主にメンバーの担当業務とその業務に関わる力量区分、業務教育（研修）

項目の計画と実績が記載されている。 
 

 

 

 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他 

＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

2014年度に発生した同様の不適合との関係も含めて、詳細調査を行い、その結果を踏

まえて再発防止の徹底を図ってまいります。 
 


